
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
）　

　

三

〇
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
ど
も
家
庭
課
）　

　

七

〇
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
障
害
福
祉
課
）　

一
一

 
告

示

〇
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二

　

条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）
の
一
部
改
正 

（
保
健
福
祉
総
務
課
）　

一
五

 
規

則

　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
高
等
看
護
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表

（第
８
条
，
第
９
条
，
第
16   条

，
第
17   条

関
係

）

 

 

（1）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

備
　
　
　
　
考

計
実
　
　
習

講
　
　
義

 
単
位
（
時
間
数
）

授
業
科
目

1（
30）

1（
30）

倫
理

学

基　　　礎　　　分　　　野

1（
30）

1（
30）

教
育

学

1（
30）

1（
30）

家
族

社
会

学

1（
30）

1（
30）

人
間

関
係

論

1（
15）

1（
15）

論
理

学

1（
30）

1（
30）

情
報

科
学

1（
15）

1（
15）

物
理

学

英
会
話
を
含
む
。

1（
30）

1（
30）

英
語

1（
15）

1（
15）

保
健

体
育

9（
225）

9（
225）

小
計

1（
30）

1（
30）

解
剖

生
理

学
Ⅰ

専　　　門　　　基　　　礎

1（
30）

1（
30）

解
剖

生
理

学
Ⅱ

1（
15）

1（
15）

病
理

学
総

論

1（
15）

1（
15）

病
態

生
理

学
Ⅰ

1（
30）

1（
30）

病
態

生
理

学
Ⅱ

1（
30）

1（
30）

病
態

生
理

学
Ⅲ

1（
30）

1（
30）

病
態

生
理

学
Ⅳ

1（
30）

1（
30）

微
生

物
学

1（
30）

1（
30）

生
化

学

1（
15）

1（
15）

栄
養

学
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1（
30）

1（
30）

薬
理

学
分　　　野

1（
15）

1（
15）

免
疫

論

1（
30）

1（
30）

社
会

福
祉

1（
15）

1（
15）

関
係

法
規

2（
30）

2（
30）

公
衆

衛
生

16（
375）

16（
375）

小
計

8（
240）

8（
240）

基
礎

看
護

学

専門分野Ⅰ

1（
30）

1（
30）

基
礎
看
護
学
概
論

1（
30）

1（
30）

看
護
の
基
本
と
な
る
技
術

2（
60）

2（
60）

生
活
過
程
を
と
と
の
え
る
看
護
技
術

1（
30）

1（
30）

診
療
に
伴
う
看
護
技
術

2（
60）

2（
60）

臨
床

看
護

総
論

1（
30）

1（
30）

看
護

研
究

2（
90）

2（
90）

臨
地

実
習

2（
90）

2（
90）

基
礎
看
護
学
実
習

10（
330）

2（
90）

8（
240）

小
計

4（
120）

4（
120）

成
人

看
護

学

1（
30）

1（
30）

成
人
看
護
学
概
論

1（
30）

1（
30）

成
人
看
護
方
法
論
Ⅰ

1（
30）

1（
30）

成
人
看
護
方
法
論
Ⅱ

1（
30）

1（
30）

成
人
看
護
方
法
論
Ⅲ

専　　　　　門　　　　　分　　　　　野　　　　　Ⅱ

3（
75）

3（
75）

老
年

看
護

学

1（
30）

1（
30）

老
年
看
護
学
概
論

1（
15）

1（
15）

老
年
看
護
方
法
論
Ⅰ

1（
30）

1（
30）

老
年
看
護
方
法
論
Ⅱ

4（
90）

4（
90）

小
児

看
護

学

1（
30）

1（
30）

小
児
看
護
学
概
論

1（
15）

1（
15）

小
児
看
護
方
法
論
Ⅰ

1（
30）

1（
30）

小
児
看
護
方
法
論
Ⅱ

1（
15）

1（
15）

小
児
看
護
方
法
論
Ⅲ

4（
90）

4（
90）

母
性

看
護

学

1（
30）

1（
30）

母
性
看
護
学
概
論

1（
30）

1（
30）

母
性
看
護
方
法
論
Ⅰ

1（
15）

1（
15）

母
性
看
護
方
法
論
Ⅱ

1（
15）

1（
15）

母
性
看
護
方
法
論
Ⅲ

3（
90）

3（
90）

精
神

看
護

学

1（
30）

1（
30）

精
神
看
護
学
概
論

1（
30）

1（
30）

精
神
看
護
方
法
論
Ⅰ

1（
30）

1（
30）

精
神
看
護
方
法
論
Ⅱ

10（
450）

10（
450）

臨
地

実
習



 

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

平
成
二
十
二
年
度
に
入
学
（
転
入
学
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
係
る
授
業

科
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
属
す
る
年
次
の
在
学
者
に
係
る
授
業
科
目
と
同
様
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

様
式
第
一
号
中
「厚

生
労
働
省
の
厚
生
労
働
科
学
研
究
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
特
定
疾
患
調
査
研
究
班

」
を

「厚
生
労
働
科
学
研
究
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
の
研
究
班

」
に
、「臨

床
個
人
調
査
票

」
を
「臨

床
調
査
個
人
票

」

に
、「特

定
疾
患
調
査
研
究
班

」
を
「臨

床
調
査
研
究
分
野
の
研
究
班

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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2（
90）

2（
90）

成
人
看
護
学
実
習

2（
90）

2（
90）

老
年
看
護
学
実
習

2（
90）

2（
90）

小
児
看
護
学
実
習

2（
90）

2（
90）

母
性
看
護
学
実
習

2（
90）

2（
90）

精
神
看
護
学
実
習

28（
915）

10（
450）

18（
465）

小
計

3（
75）

3（
75）

在
宅

看
護

論

統合分野

1（
15）

1（
15）

在
宅

看
護

概
論

1（
30）

1（
30）

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅰ

1（
30）

1（
30）

在
宅
看
護
方
法
論
Ⅱ

4（
90）

4（
90）

看
護
の
統
合
と
実
践

1（
15）

1（
15）

看
護

管
理

1（
30）

1（
30）

医
療

安
全

1（
15）

1（
15）

災
害
・
国
際
看
護

1（
30）

1（
30）

臨
床
看
護
の
実
践

4（
180）

4（
180）

臨
地

実
習

2（
90）

2（
90）

在
宅
看
護
論
実
習

2（
90）

2（
90）

統
合

実
習

11（
345）

4（
180）

7（
165）

小
計

74（
2,190）

16（
720）

58（
1,470）

合
計

備
考
　
授
業
の
方
法
及
び
単
位
算
定
の
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

　
１
　
講
義
の
み
の
科
目
に
つ
い
て
は
，
15時

間
又
は
30時

間
の
授
業
で
１
単
位
と
す
る
。

　
２
　
講
義
に
演
習
を
含
む
科
目
に
つ
い
て
は
，
30時

間
の
授
業
で
１
単
位
と
す
る
。

　
３
　
実
習
に
つ
い
て
は
，
45時

間
の
授
業
で
１
単
位
と
す
る
。



　

様
式
第
五
号
（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

号外第17号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

様式第４号（第４条関係）

（表）

特定疾患医療受給者証（一般患者用）

　受給者住所・氏名 公費負担者番号

 受 給 者 番 号 

　

 病 名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受診医療機関 

 所在地及び名称

　生 年 月 日 　 性別 有 効 期 間 　　　　　　　から　　　　　　　まで

　保　険　者

　被保険者証
　の記号番号

　適 用 区 分  　　　宮城県知事 印　

　※　上記の医療機関以外では公費助成は受けられません。

 交 付 年 月 日 

　 円外 来月額自己負担

限 度 額 　 円入 院



　

様
式
第
十
号
中
「及

び
領
収
書

」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（5）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様式第５号（第４条関係）

（表）

特定疾患医療受給者証（重症患者用）

　受給者住所・氏名 公費負担者番号

 受 給 者 番 号 

　

 病 名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受診医療機関 

 所在地及び名称

　生 年 月 日 　 性別 有 効 期 間 　　　　　　　から　　　　　　　まで

　保　険　者

　被保険者証
　の記号番号

　適 用 区 分  　　　宮城県知事 印　

　※　上記の医療機関以外では公費助成は受けられません。

 交 付 年 月 日 



 

号外第17号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
様
式
第
11号

（
第
11条

関
係
）

特
定
疾
患
療
養
証
明
書

 
受
給
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
女
　
　
　
　
　
　

　

 
生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
　
　
　　
　
　
　

 
保
険
種
別
　
　
被
用
者
・
国
保
・
後
期
高
齢
　
　
　　
　
　
　
　

 
限
度
額
適
用
認
定
証
に
よ
る
現
物
給
付
　
　
有
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
）・
無
　

 
（
多
数
回
該
当
　
有
・
無
・
不
明
）
　
　

　　
　
　

　
〇
入
院
（
上
段
は
，
高
額
療
養
費
を
計
算
す
る
た
め
，
１
か
月
分
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
　
　
（
下
段
は
，
受
給
者
証
の
有
効
期
間
内
の
特
定
疾
患
治
療
に
要
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
　
　
（
上
段
と
下
段
と
が
同
じ
場
合
に
は
，
下
段
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
〇
通
院
・
調
剤
等
（
受
給
者
証
の
有
効
期
間
内
の
特
定
疾
患
治
療
に
要
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
特
定
疾
患
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
，
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 
医
療
機
関
等
の
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
代
　
表
　
者
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

療
養
費
支
払
決
定
欄

  （
こ
の
欄
は
，
宮
城
県
で
記
載
し
ま
す
の
で
，
医
療
機
関
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

　
〇
入
院

　
〇
通
院
・
調
剤
等

入
院
時
食
事
療
養
費

療
養
の
給
付
（
食
事
療
養
費
を
除
く
。）

標
準
負
担
額

総
入
院
時

食
事
療
養
費

一
部
負
担
額

保
険
給
付
額

総
医
療
費

　
日
～
　
日

上
段
 ���

円
円

円
円

円

Ｇ
Ｆ

Ｅ
Ｄ

Ｃ
Ｂ

Ａ
年

 
月
分

下
段
 ���

領
　
収
　
額

Ｆ
の
う
ち
領
収
額

患
者
請
求
額

Ｃ
＋
Ｅ
＝
Ｆ

標
準
負
担
額

総
入
院
時

食
事
療
養
費

一
部
負
担
額

保
険
給
付
額

総
医
療
費

　
日
～
　
日

円
円

円
円

円
円

円

Ⅴ
Ⅳ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ

支
　
払
　
額

Ⅱ
＋
Ⅲ
－
Ⅳ

重
症
・
一
般

標
準
負
担
額

一
部
負
担
額

高
額
療
養
費

円
円

円
円

円

療
　
　
　
　
養
　
　
　
　
の
　
　
　
　
給
　
　
　
　
付

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

領
　
収
　
額

Ｅ
の
う
ち
領
収
額

患
者
請
求
額

Ｃ
＋
Ｄ
＝
Ｅ

一
部
負
担
額

薬
剤
一
部

負
担

額
保
険
給
付
額

総
医
療
費

　
日
～
　
日

診
療
実
日
数

年

 
月
分

円
円

円
円

円
円

日

Ⅴ
Ⅳ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ

支
　
払
　
額

Ⅱ
＋
Ⅲ
－
Ⅳ

重
症
・
一
般

一
部
負
担
額

薬
剤
一
部

負
担

額
高
額
療
養
費

円
円

円
円

円



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号

　
　
　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
保
証
人
（
政
令
第
九
条
第
一
項
（
政
令
第
三
十
八
条
又
は
改
正
令
附
則
第
四
条
第
十
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
立
て
る
べ
き
保
証
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
連
署
し
た
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

政
令
第
八
条
第
四
項
（
政
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
政
令
第
九
条
第
一

項
（
政
令
第
三
十
八
条
及
び
改
正
令
附
則
第
四
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
保
証
人
（
以
下

「
保
証
人
」
と
い
う
。）
は
、
前
項
の
貸
付
申
請
書
に
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
条
中
「
及
び
第
十
九
条
」
を
削
り
、「
貸
付
申
請
書
等
」
を
「
貸
付
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
家
庭
的
保
育
事
業
の
開
始
の
届
出
等
）

第
五
条
の
六　

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
開
始
届
（
様
式
第
五
号
の

十
一
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
変
更
届
（
様
式
第
五
号
の
十
二
）
に

よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
十
四
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
廃
止
・
休
止
届
（
様
式
第
五
号
の
十

三
）
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
十
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
本
文
又
は
法
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一

項
本
文
又
は
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「世

帯
構
成
員

」
を
「世

帯
構
成
員
名

」
に
、「療

生

」
を
「療

育

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
の
二
中
「添

付
す
る
こ
と

」
を
「添

付
し
て
く
だ
さ
い

」
に
、「の

場
合
は
不
要

）」
を
「を

除
く
。

）・

高
額
療
養
費
に
係
る
所
得
の
区
分
の
認
定
に
関
す
る
書
類

」
に
、「重

症
患
者
又
は

」
を
「重

症
患
者
及
び

」
に
改
め
、

「・
船
員

」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
の
三
中
「及

び
領
収
書

」
を
削
る
。

　

様
式
第
三
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（7）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 



号外第17号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）
様
式
第
３
号
の
４
（
第
２
条
の
３
関
係
）

 小
児
慢
性
特
定
疾
患
療
養
費
証
明
書

 
受
給
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
・
女
　

 
生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
　

 
保
険
種
別
　
　
社
会
保
険
　
・
　
国
民
健
康
保
険
　

 
限
度
額
適
用
認
定
証
に
よ
る
現
物
給
付
　
　
　
有
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
）・
無
　
　　
　

 
（
多
数
回
該
当
　
有
・
無
・
不
明
）　
　

　
〇
入
院
（
上
段
は
，
高
額
療
養
費
を
計
算
す
る
た
め
，
１
か
月
分
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
　
　
（
下
段
は
，
医
療
受
診
券
の
有
効
期
間
内
の
小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
に
要
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
　
　
（
上
段
と
下
段
と
が
同
じ
場
合
に
は
，
下
段
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
〇
通
院
・
調
剤
等
（
医
療
受
診
券
の
有
効
期
間
内
の
小
児
慢
性
特
定
疾
患
治
療
に
要
し
た
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
　
小
児
慢
性
特
定
疾
患
に
係
る
療
養
に
つ
い
て
，
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 
医
療
機
関
等
の
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
名
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
代
　
表
　
者
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

療
養
費
支
払
決
定
欄

  （
こ
の
欄
は
，
宮
城
県
で
記
載
し
ま
す
の
で
，
医
療
機
関
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
い
。）

　
〇
入
院

　
〇
通
院
・
調
剤
等

入
院
時
食
事
療
養
費

療
養
の
給
付
（
入
院
時
食
事
療
養
費
を
除
く
。）

標
準
負
担
額

総
入
院
時

食
事
療
養
費

一
部
負
担
額

保
険
給
付
額

総
医
療
費

　
日
～
　
日

上
段
 ���

円
円

円
円

円

Ｇ
Ｆ

Ｅ
Ｄ

Ｃ
Ｂ

Ａ
年

 
月
分

下
段
 ���

領
　
収
　
額

Ｆ
の
う
ち
領
収
額

患
者
請
求
額

Ｃ
＋
Ｅ
＝
Ｆ

標
準
負
担
額

総
入
院
時

食
事
療
養
費

一
部
負
担
額

保
険
給
付
額

総
医
療
費

　
日
～
　
日

円
円

円
円

円
円

円

Ⅴ
Ⅳ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ

支
　
払
　
額

Ⅱ
＋
Ⅲ
－
Ⅳ

重
症
・
一
般

標
準
負
担
額

一
部
負
担
額

高
額
療
養
費

円
円

円
円

円

療
　
　
　
　
養
　
　
　
　
の
　
　
　
　
給
　
　
　
　
付

Ｆ
Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ｂ
Ａ

領
　
収
　
額

Ｅ
の
う
ち
領
収
額

患
者
請
求
額

Ｃ
＋
Ｄ
＝
Ｅ

一
部
負
担
額

薬
剤
一
部

負
担

額
保
険
給
付
額

総
医
療
費

　
日
～
　
日

診
療
実
日
数

年

 
月
分

円
円

円
円

円
円

日

Ⅴ
Ⅳ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ

支
　
払
　
額

Ⅱ
＋
Ⅲ
－
Ⅳ

重
症
・
一
般

一
部
負
担
額

薬
剤
一
部

負
担

額
高
額
療
養
費

円
円

円
円

円



　

様
式
第
五
号
の
六
中
「変

更
し
た
い

」
を
「変

更
が
あ
つ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
十
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

 
（9）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様
式
第
５
号
の
11（

第
５
条
の
６
関
係
）

家
庭
的
保
育
事
業
開
始
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
家
庭
的
保
育
事
業
を
開
始
し
た
い
の
で
，
児
童
福
祉
法
第
34条

の
14第

１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届

け
出
ま
す
。

記

１
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

　２
　
経
営
の
責
任
者
及
び
福
祉
の
実
務
に
当
た
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

　３
　
家
庭
的
保
育
者
の
氏
名
，
経
歴
及
び
住
所

　４
　
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
，
種
類
，
所
在
地
及
び
利
用
定
員

　５
　
建
物
そ
の
他
設
備
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
そ
の
図
面

　６
　
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

　　（
添
付
書
類
）

１
　
収
支
予
算
書

２
　
事
業
計
画
書



号外第17号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）
様
式
第
５
号
の
12（

第
５
条
の
６
関
係
）

家
庭
的
保
育
事
業
変
更
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
家
庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て
，　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
届
出
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
の
で
，

児
童
福
祉
法
第
34条

の
14第

２
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
変
更
事
項

　２
　
変
更
事
項
の
変
更
前
後
の
比
較

　
　
変
更
前

　
　
変
更
後

　３
　
変
更
の
理
由

　４
　
変
更
年
月
日

様
式
第
５
号
の
13（

第
５
条
の
６
関
係
）

家
庭
的
保
育
事
業
廃
止
・
休
止
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
届
出
に
よ
つ
て
開
始
し
た
家
庭
的
保
育
事
業
を
　
 
　
し
た
い
の
で
，
児
童

福
祉
法
第
34条

の
14第

３
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
廃
止
し
，
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
（
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
，
休
止
の
予
定
期
間
も

記
載
す
る
こ
と
。）

　２
　
廃
止
又
は
休
止
の
理
由

３
　
現
に
保
育
を
受
け
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
に
対
す
る
措
置

廃
止
休
止



　

様
式
第
八
号
中
「設

置
認
可
の
申
請
時

」
を
「設

置
の
届
出
時

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
二
項
、
様
式
第
二
号
、
様
式
第

五
号
の
六
及
び
様
式
第
八
号
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一 
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
十
一
条
第
二
号
中
「
対
し
」
の
下
に
「
加
入
等
申
込
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
障
害
者
を
年
金
受
給
権
者
と
し
た
」

を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（11）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

加
　
入
　
等
　
申
　
込
　
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
（
加
入
申
込
者
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
に
基
づ
き
，心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
　
 

　
し
た
い
の
で
，

関
係
書
類
を
添
え
て
申
し
込
み
ま
す
。

添
付
書
類

　
１
　
加
入
等
申
込
者
及
び
そ
の
扶
養
す
る
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し

　
２
　
申
込
者
（
被
保
険
者
）
告
知
書

　
３
　
障
害
の
種
類
及
び
程
度
を
証
明
す
る
書
類

　
４
　
年
金
管
理
者
指
定
届
書

　
５
　
障
害
状
況
告
知
書

注
）
口
数
追
加
の
み
の
申
込
み
の
場
合
に
は
，
２
の
書
類
だ
け
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

に
加

入
に
お
け
る
口
数
追
加
を

 
年
　
　
月
　
　
日

生
年
月
日

 
男

 
女

ふ
り
が
な

氏
名

加入等申込者

心
身
障
害
者

と
の
続
柄

〒 
（
　
　
　
） 
　
　
　
　
　
 

住
所

電
話

 
年
　
　
月
　
　
日

生
年
月
日

 
男

 
女

（
ふ
り
が
な
）

氏
　
名

者の

障害

す
る
　
　
・
　
　
し
な
い

　
口
　
数
　
追
　
加

有
（
加
入
番
号
　
　
　
　
　
　
　
）　
・
　
　
無

　
現
在
共
済
制
度
に
加
入
の
有
無

　
加
　
入
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
（
口
数
追
加
）

加
入
番
号

従
前
の
地
方

公
共
団
体

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
）

　
　
　
　

　
　
　
　
　

他
制
度
か
ら
の
転
入

者
の
記
載
欄

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
）

　
　
　
　

　
　
　
　
　

確
認
印

�

　
「
重
要
事
項
の
ご
説
明
」
の
内
容

を
確
認
し
，
受
領
し
ま
し
た
。

　
ま
た
，
こ
の
共
済
制
度
が
加
入
目

的
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
し

て
い
ま
す
。



号外第17号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

様式第２号（第４条関係）



　

様
式
第
四
号
中
「ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能

」
を
「ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
・
肝

臓
機
能

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（13）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様
式
第
８
号
（
第
５
条
関
係
）

　
（
表
）

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

加
入

証
書

 

 
加
　入
　者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
あ
な
た
は
，
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
昭
和
44年

宮
城
県
条
例
第
22号

）
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
心
身

障
害
者
扶
養
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
知
事

記

 
男
　

 
女
　

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

加
入

者
 

 
年
　
　
　
月
　
　
日
　

生
年
月
日

 
男
　

 
女
　

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

障
害

者
 

 
年
　
　
　
月
　
　
日
　

生
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
１
日

加
入
日
（
加
入
等
の
効
力
発
生
の
日
）

 
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

掛
金
払
込
期
間

 

加
入
番
号



　

様
式
第
八
号
（
裏
）
中
「脱

退
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
が
あ
り
ま
す

」
を
「原

則
と
し
て
脱
退
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
と
な
り
ま
す
か
ら
御
承
知
く
だ
さ
い

」
に
改
め
、「そ

の
月

」
の
下
に
「の

分

」
を
加
え
、「９

そ
の
他
，
こ
の
制

度
に
つ
い
て
お
尋
ね
の
と
き
は

最
寄
り
の
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

」
を
「９

こ
の
制
度

要
事
項
の
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1  0  

そ
の
他

，の
内
容
に
つ
い
て
は
，
お
申
込
み
の
際
に
御
確
認
い
た
だ
い
た

「心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

（重
説
明

）」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

に
改
め
る
。

こ
の
制
度
に
つ
い
て
お
尋
ね
の
と
き
は
，
最
寄
り
の
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

」

　

様
式
第
九
号
（
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

，
。
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様
式
第
９
号
（
第
５
条
関
係
）

　
（
表
）

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

口
数
追
加
証
書

 

 
加
　入
　者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
あ
な
た
は
，
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
昭
和
44年

宮
城
県
条
例
第
22号

）
に
基
づ
き
，
下
記
の
と
お
り
心
身

障
害
者
扶
養
共
済
制
度
の
口
数
追
加
条
項
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

 
男
　

 
女
　

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

加
入

者
 

 
年
　
　
　
月
　
　
日
　

生
年
月
日

 
男
　

 
女
　

ふ
り
が
な

氏
　
　
名

障
害

者
 

 
年
　
　
　
月
　
　
日
　

生
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
１
日

加
入
日
（
加
入
等
の
効
力
発
生
の
日
）

 
年
　
　
月
　
　
日
～
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　

掛
金
払
込
期
間

 

加
入
番
号



　

様
式
第
九
号
（
裏
）
中
「脱

退
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
が
あ
り
ま
す

」
を
「原

則
と
し
て
脱
退
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
と
な
り
ま
す
か
ら
御
承
知
く
だ
さ
い

」
に
改
め
、「そ

の
月

」
の
下
に
「の

分

」
を
加
え
、「９

そ
の
他
，
こ
の
制

度
に
つ
い
て
お
尋
ね
の
と
き
は
最
寄
り
の
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

 
」
を
「９

こ
の
制
度
の

 

事
項
の
ご
説

10

 

  　

そ
の
他
，
こ

内
容
に
つ
い
て
は
，
お
申
込
み
の
際
に
御
確
認
い
た
だ
い
た

「心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

（重
要

明

）」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

に
改
め
る
。　

の
制
度
に
つ
い
て
お
尋
ね
の
と
き
は
，
最
寄
り
の
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
承
認
さ
れ
た
心
身
障
害
者
扶
養
共

済
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
又
は
同
条
例
第
五
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
口
数
追
加
の
申
込
み
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
号

　

昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
等
の
額
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
三
の
項
中
「
五
五
〇
」
を
「
五
六
〇
」
に
、「
一
二
誘
導
一
回
に
つ
き　
　

一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
二
誘
導
一
回

に
つ
き　
　

一
、
〇
四
〇
」
に
、「
七
〇
〇
」
を
「
七
五
〇
」
に
、「
二
五
〇
」
を
「
三
五
〇
」
に
、「
同　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

一
、
〇
〇
〇
」
を
「
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
一
二
〇
」
に
、「
三
、
四
〇
〇
」
を
「
五
、
〇
〇

〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中

 

，
。

改
め
る
。
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「
　
�
　

大
四
ツ
切
型

同 

六
〇
〇

」
を

「
　
�
　

大
四
ツ
切
型

同 

五
六
〇

」
に
、「
四
〇
」
を
「
五
〇
」
に
、「
七

〇
」
を
「
六
〇
」
に
、「
　
�
　

大
四
ツ
切
型

一
枚
の
場
合 

二
、
三
〇
〇

一
枚
増
す
ご
と
に 

九
〇

」
を

「
　
�
　

大
四
ツ
切
型

一
枚
の
場
合 

二
、
八
〇
〇

一
枚
増
す
ご
と
に 

八
〇

」
に
、「
一
〇
〇
」
を
「
一
一
〇
」
に


